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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 盤 に 形 成 さ れ た 所 定 の 案 内 路 を 通 っ て 送 ら れ た 遊 技 球 を 保 持 す る と 共 に 当 該 保 持 し
た 遊 技 球 を 予 め 定 め ら れ た 受 け 渡 し 位 置 へ 向 け て 搬 送 す る 受 渡 し 手 段 と 、
　 前 記 受 け 渡 し 位 置 に お い て 、 当 該 受 渡 し 手 段 か ら 前 記 遊 技 球 を 受 け 取 っ て 保 持 す る と 共
に 予 め 定 め ら れ た 目 的 位 置 へ 搬 送 す る 受 取 り 手 段 と 、
　 前 記 受 渡 し 手 段 と 受 取 り 手 段 と が 、 そ れ ぞ れ 前 記 遊 技 盤 の 前 を 、 当 該 遊 技 盤 に 平 行 な 方
向 に 移 動 し な が ら 、 前 記 遊 技 球 の 受 け 渡 し 、 並 び に 受 け 取 り 動 作 を 行 う 構 成 の 役 物 装 置 と
、
　 前 記 案 内 路 に 設 け ら れ 、 所 定 の 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 遊 技 球 を 役 物 装 置 へ 導 入 す
る 導 入 装 置 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 受 渡 し 手 段 に は 、 前 記 遊 技 盤 に 方 向 に 移 動 す る 遊 技 球 補 足 が 設 け ら れ 、
こ の 遊 技 球 補 足 手 段 が 、 前 記 移 動 範 囲 内 に お け る 前 記 案 内 路 の 所 定 の 位 置 に 対 応 す る 同 時
期 に 、 前 記 導 入 装 置 に よ っ て 役 物 内 に 導 入 さ れ て 前 記 案 内 路 を 移 動 中 の 遊 技 球 が 当 該 案 内
路 の 所 定 の 位 置 に 存 在 し た 場 合 に 、 前 記 遊 技 球 補 足 手 段 に よ り 前 記 遊 技 球 を 補 足 す る こ と
を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 案 内 路 に は 、 移 動 す る 遊 技 球 を 一 時 的 に 貯 留 す る 貯 留 手 段 が 設 け ら れ 、 前 記 貯 留 手
段 は 、 前 記 受 渡 し 手 段 の 遊 技 球 補 足 に よ る 補 足 が し 易 い 時 期 に 貯 留 し た 遊 技 球 を 放 出
す る よ う に 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 貯 留 手 段 は 、 １ 個 の 遊 技 球 を 貯 留 す る と 、 そ の 他 の 遊 技 球 を 前 記 受 渡 し 手 段 の 遊 技
球 補 足 に よ っ て 補 足 で き な い 間 合 い と な る よ う に 案 内 路 を 迂 回 さ せ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 案 内 路 は 、 前 記 導 入 装 置 に よ っ て 導 入 し た 遊 技 球 を 遊 技 球 補 足 に よ る 補 足 位 置
へ の 移 動 軌 跡 が 、 前 記 遊 技 盤 に 対 し て 平 行 よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の 何 れ か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
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【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 遊 技 球 が 前 記 目 的 位 置 へ 到 達 す る こ と で 、 役 物 装 置 に よ る 連 続 作 動 に 基 づ く 多 く の
入 賞 を 実 現 す る 入 賞 装 置 へ 案 内 す る と 共 に 、 前 記 入 賞 装 置 が 、 前 記 受 け 渡 し 位 置 で の 遊 技
球 に 加 わ る 重 力 作 用 方 向 に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の 何 れ
か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 目 的 位 置 に は 、 受 取 り 手 段 に よ る 遊 技 球 の 保 持 状 態 を 解 除 し 、 か つ 前 記 入 賞 装 置 へ
案 内 す る 保 持 解 除 案 内 手 段 を 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 か ら 前 記 受 取 り 手 段 へ の 遊 技 球 の 受 け 渡 し は 、 遊 技 盤 に 設 け ら れ た 画 像
表 示 装 置 に 対 し て 、 遊 技 者 が 前 記 画 像 表 示 装 置 を 見 る と き の 視 線 に 重 な る 範 囲 内 で 行 わ れ
る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 又 は 請 求 項 ６ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 画 像 表 示 手 段 は 、 特 別 図 柄 の 変 動 、 並 び に 当 該 特 別 図 柄 の 変 動 に 係 る 画 像 に よ る 演
出 表 示 を 行 う 機 能 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 及 び 前 記 受 取 り 手 段 に よ り 受 け 渡 し 、 受 け 取 り に 使 用 さ れ る 遊 技 球 が 、
前 記 役 物 装 置 内 に 入 賞 し た 遊 技 球 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 乃 至 請 求 項 ８ の 何 れ か
１ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 は 、 前 記 遊 技 球 を 吸 着 す る た め の 磁 石 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ５ 乃 至 請 求 項 ９ の 何 れ か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 受 取 り 手 段 は 、 前 記 遊 技 球 を 吸 着 す る た め の 磁 石 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ５ 乃 至 請 求 項 ９ の 何 れ か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 は 、 前 記 遊 技 球 を 吸 着 す る た め の 磁 石 を 備 え 、 前 記 受 取 り 手 段 は 、 前 記
遊 技 球 を 収 容 可 能 な 収 容 筐 体 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 乃 至 請 求 項 ９ の 何 れ
か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 収 容 筐 体 は 、 前 記 遊 技 球 を 吸 着 す る た め の 磁 石 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ２ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 を 駆 動 す る 第 １ の 駆 動 手 段 と 、 前 記 受 取 り 手 段 を 駆 動 す る 第 ２ の 駆 動 手
段 と を 備 え 、 こ れ ら の 第 １ の 駆 動 手 段 及 び 第 ２ の 駆 動 手 段 の 駆 動 を 制 御 す る 共 通 の 制 御 手
段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 乃 至 請 求 項 １ ３ の 何 れ か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 １ の 駆 動 手 段 及 び 第 ２ の 駆 動 手 段 は 、 そ れ ぞ れ 回 転 電 動 機 で あ り 、 こ の 回 転 電 動
機 の 回 転 軸 に 一 端 部 を 固 定 さ れ て い る 棒 体 を 備 え 、 こ の 棒 体 の 他 端 部 に は 前 記 磁 石 又 は 前
記 収 容 筐 体 が 取 り 付 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 受 取 り 手 段 の 磁 石 は 、 前 記 受 渡 し 手 段 の 磁 石 よ り も 強 い 磁 力 を 備 え 、 磁 力 差 に よ っ
て 前 記 遊 技 球 が 受 け 渡 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 受 渡 し 手 段 は 、 前 記 遊 技 球 を 吸 着 す る た め の 磁 石 を 備 え 、 前 記 受 取 り 手 段 は 、 前 記
遊 技 球 を 収 容 可 能 な 収 容 筐 体 を 備 え 、 前 記 受 渡 し 手 段 と 前 記 受 取 り 手 段 が 対 面 し た 後 、 前
記 受 取 り 手 段 が 前 記 遊 技 球 の 受 け 渡 し 位 置 に 滞 在 し て い る 間 に 、 前 記 受 渡 し 手 段 が 離 れ 始
め る こ と に よ り 、 前 記 遊 技 球 が 前 記 受 取 り 手 段 に 受 け 渡 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５
乃 至 請 求 項 ９ の 何 れ か １ 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 遊 技 盤 に 形 成 さ れ た 所 定 の 案 内 路 を 通 っ て 送 ら れ た 遊 技 球 を
保 持 す る と 共 に 当 該 保 持 し た 遊 技 球 を 予 め 定 め ら れ た 受 け 渡 し 位 置 へ 向 け て 搬 送 す る 受 渡
し 手 段 と 、 前 記 受 け 渡 し 位 置 に お い て 、 当 該 受 渡 し 手 段 か ら 前 記 遊 技 球 を 受 け 取 っ て 保 持
す る と 共 に 予 め 定 め ら れ た 目 的 位 置 へ 搬 送 す る 受 取 り 手 段 と 、 前 記 受 渡 し 手 段 と 受 取 り 手
段 と が 、 そ れ ぞ れ 前 記 遊 技 盤 の 前 を 、 当 該 遊 技 盤 に 平 行 な 方 向 に 移 動 し な が ら 、 前 記 遊 技
球 の 受 け 渡 し 、 並 び に 受 け 取 り 動 作 を 行 う 構 成 の 役 物 装 置 と 、 前 記 案 内 路 に 設 け ら れ 、 所
定 の 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 前 記 遊 技 球 を 役 物 装 置 へ 導 入 す る 導 入 装 置 と を 備 え た 遊 技 機
で あ っ て 、 前 記 受 渡 し 手 段 に は 、 前 記 遊 技 盤 に 方 向 に 移 動 す る 遊 技 球 補 足 が 設
け ら れ 、 こ の 遊 技 球 補 足 手 段 が 、 前 記 移 動 範 囲 内 に お け る 前 記 案 内 路 の 所 定 の 位 置 に 対 応
す る 同 時 期 に 、 前 記 導 入 装 置 に よ っ て 役 物 内 に 導 入 さ れ て 前 記 案 内 路 を 移 動 中 の 遊 技 球 が
当 該 案 内 路 の 所 定 の 位 置 に 存 在 し た 場 合 に 、 前 記 遊 技 球 補 足 手 段 に よ り 前 記 遊 技 球 を 補 足
す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 役 物 装 置 に 入 賞 し た 遊 技 球 を 受 渡 し 手 段 の 遊 技 球 補 足 に 向 け て 、 案 内 路 に よ
っ て 移 動 さ せ 、 こ の 遊 技 球 補 足 が 案 内 路 の 所 定 位 置 に 対 応 し て い る 時 期 に 、 遊 技 球 が
当 該 所 定 の 位 置 に 到 達 す る と 遊 技 球 を 補 足 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 案 内 路 に は 、 移 動
す る 遊 技 球 を 一 時 的 に 貯 留 す る 貯 留 手 段 が 設 け ら れ 、 前 記 貯 留 手 段 は 、 前 記 受 渡 し 手 段 の
遊 技 球 補 足 に よ る 補 足 が し 易 い 時 期 に 貯 留 し た 遊 技 球 を 放 出 す る よ う に 制 御 さ れ る こ
と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 貯 留 手 段 を 設 け る こ と で 、 遊 技 球 の 移 動 と 、 遊 技 球 補
足 の 移 動 と の タ イ ミ ン グ を 制 御 す る こ と が で き 、 遊 技 性 を 向 上 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
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　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 貯 留 手 段 は 、 １ 個
の 遊 技 球 を 貯 留 す る と 、 そ の 他 の 遊 技 球 を 前 記 受 渡 し 手 段 の 遊 技 球 補 足 に よ っ て 補 足
で き な い 間 合 い （ タ イ ミ ン グ ） と な る よ う に 案 内 路 を 迂 回 さ せ る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 貯 留 手 段 で は １ 個 の 遊 技 球 を 貯 留 す る と 、 そ の 後 に 移
動 し て く る 遊 技 球 を 案 内 路 か ら 迂 回 さ せ る 。 こ の 迂 回 に よ っ て 、 遊 技 球 補 足 に よ っ て
補 足 さ せ た く な い 遊 技 状 態 を 確 立 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の 何 れ か １ 項 記 載 の 発 明 に お い て
、 前 記 案 内 路 は 、 前 記 導 入 装 置 に よ っ て 導 入 し た 遊 技 球 を 遊 技 球 補 足 に よ る 補 足 位 置
へ の 移 動 軌 跡 が 、 前 記 遊 技 盤 に 対 し て 平 行 よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と し て
い る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 案 内 路 を 移 動 す る 遊 技 球 の 移 動 軌 跡 も 、 前 記 受 渡 し 手
段 及 び 受 取 り 手 段 と 同 様 に 遊 技 盤 に 対 し て 平 行 と し た た め 、 導 入 装 置 に よ る 遊 技 球 導 入 か
ら 案 内 路 を 経 て 、 遊 技 球 補 足 に よ る 補 足 、 受 取 り 手 段 へ の 受 け 渡 し 、 と い っ た 一 連 の
動 作 の 全 て が 見 易 く な り 、 ま た 、 奥 行 き 方 向 の ス ペ ー ス が 不 要 で あ る た め 、 遊 技 盤 を 有 効
利 用 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ４ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ４ ７ 】
　 一 方 、 前 記 ス テ ッ プ ３ １ ４ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ ３ １ ８ へ 移 行 し て 、 Ｖ ゾ ー ン
７ ０ に 入 賞 し た か 否 か が 判 断 さ れ る 。 こ の ス テ ッ プ ３ １ ８ で さ れ る と 、 ス テ ッ プ
３ ２ ０ へ 移 行 し て 所 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か が 判 断 さ れ 、 否 定 判 定 さ れ る と 、 ス テ ッ プ ３
１ ８ へ 戻 る 。 す な わ ち 、 パ チ ン コ 球 が Ｖ ゾ ー ン へ 到 達 す る ま で の タ イ ム ラ グ を と っ て い る
。 こ の た め 、 ス テ ッ プ ３ ２ ０ で 肯 定 判 定 さ れ る と 、 Ｖ ゾ ー ン へ の 入 賞 が な か っ た と 判 断 し
、 こ の ル ー チ ン は 終 了 す る 。
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